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1.基本方針 

本学では、不正防止対策の基本方針を定めています。 

国立大学法人室蘭工業大学における公的研究費の不正防止対策の基本方針 

 

令和４年３月31日 

最高管理責任者決定 

 

 

国立大学法人室蘭工業大学における研究活動等の不正防止に関する規則第3条第2項

に掲げる不正防止対策の基本方針については、次のとおりとする。 

 

１ 最高管理責任者のリーダーシップの下、本学の組織風土に合った実効性のある不

正防止対策を策定し、実施する。 

２ コンプライアンス教育及び啓発活動を通じ、構成員の不正防止に向けた意識の向

上を図り、不正を起こさせない組織風土を形成する。 

３ 日頃より教員と事務職員あるいは教員組織と事務組織が互いに信頼する関係を維

持し、不正を未然に防ぐための努力を行う。 

 
 

 

2.公的研究費の使用に関する行動規範 

本学の公的研究費の運営管理に関わる構成員に対する行動規範として公的研究費の

使用に関する行動規範を定めています。 

国立大学法人室蘭工業大学における公的研究費の使用に関する行動規範 

 

令和４年３月31日 

最高管理責任者決定 

 

国立大学法人室蘭工業大学における研究活動等の不正防止に関する規則第7条に掲

げる行動規範については、次のとおりとする。 

１ 本学の公的研究費の運営管理に関わる構成員は、コンプライアンス教育及び啓発

活動に積極的に参加し、使用ルール等の理解に努める。 

２ 本学の公的研究費の運営管理に関わる構成員は、相互の理解と緊密な連携を図

り、不正を起こさせない組織風土の形成に努め、公的研究費の不正使用を未然に防

止する。 

３ 本学の公的研究費の運営管理に関わる構成員は、研究費の不正使用が疑われる場

合には、黙認せず、速やかに相談窓口に相談するなど、適切に対応する。 

 

 
 

  



- 2 - 
 

3.科学者の行動規範 

日本学術会議は平成 18年 10 月に「科学者の行動規範について」を発表し、平成 25

年 1 月にその改訂版を公表しました（https://www.scj.go.jp/ja/scj/kihan/）。そ

こでは、科学者は、学問の自由の下に、特定の権威や組織の利害から独立して自らの

専門的な判断により真理を探究するという権利を享受すると共に、専門家として社会

の負託に応える重大な責務を有しており、特に、科学活動とその成果が社会に対して

広く深く影響を与える現代において、社会は科学者が常に倫理的な判断と行動を為す

ことを求めていることを明確に示しており、ここに述べられている社会に対する責任

を常に意識し、本学の科学者にはあらゆる活動において本規範を忠実に遵守すること

が求められています。 

 

4.研究活動等の不正防止に関する規則 

「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」（平成1

9年2月15日（令和3年2月1日改正）文部科学大臣決定）及び「研究活動における不正行

為への対応等に関するガイドライン」（平成26年8月26日文部科学大臣決定）に基づき

研究活動等の不正防止に関する必要な事項を定め、その運営及び管理の適正化を図る

ため「国立大学法人室蘭工業大学における研究活動等の不正防止に関する規則」を令和

6年4月に改正しました。 

 

※公的研究費の範囲（第1章第2条第1項） 

文部科学省、文部科学省が所管する独立行政法人又はその他の機関等から配分さ

れる競争的資金を中心とした公募型の研究資金、運営費交付金、寄附金、補助金及び

委託費等を財源として本学が扱う全ての経費をいう。 

 

概 要 
  

第1章 総則 

 本規則の目的及び用語の定義を規定。 

 

第2章 組織の責任体制 

 研究活動等の不正防止に関する責任体制及び責任者（最高管理責任者、統括管理責任者、

コンプライアンス推進責任者及びコンプライアンス推進部局責任者）の責任の範囲及び研

究不正防止委員会を規定。 

 

第3章 適正な運営及び管理のための環境整備と研究活動及び公的研究費の運営管理に関

わる構成員の責務 

研究活動等の不正防止に関する環境整備の指針、行動規範、不正防止計画及び構成員の責

務（研究活動等の不正防止のための教育の受講及び誓約書の提出の義務化等）等を規定。 

 

第4章 不正行為等に係る申立て、調査及び処分 

 不正行為等に関する申立て等の受付から事案の調査（予備調査、調査委員会の設置、調査

の実施、認定、不服申立て、調査結果の報告及び公表等）までの手続等を規定。 

 

第5章 研究データの保存及び公開 

 外部に発表した研究成果に関する研究データの保存期間、管理方法及び学外への異動時

の取扱等を規定。 

  ※平成27年4月1日以降に発表された研究成果に適用。 

 

第6章 モニタリング等 

 研究活動等の不正防止に関するモニタリング体制及び方法等を規定。 

 

第7章 その他 

 その他に必要な事項は学長が別に定めることを規定。 
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5.責任体制 

（1）責任体制の整備と公表 

研究活動等の不正防止のため、学長を中心とした次のような管理責任体制を組み、

学内外にHP等で公表します。 

 

 
 

 

（2）職務権限と責任の明確化 

本学における財務及び会計に関する職務及び権限の委任については、学内規則によ

り明確に定められています。 

具体的には、研究費を執行する上で、特に重要となる会計処理にかかる責任体制等

は、会計規則等で明確に定められています。これらの関係規則を踏まえ職務権限に応

じた決裁等の手続きは、これまでと同様に行うこととします。 
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「国立大学法人室蘭工業大学会計規則」 
（財務及び会計の統括） 
第4条 学長は、本学の財務及び会計に関する事務を統括するものとする。 
（事務の分掌及び委任） 
第5条 学長は、財務及び会計に関する事務を本学の職員に分掌させるとともに、その処理する権限を

委任するものとする。 
2 前項の規定により、事務を処理する職員並びに処理させる事務の範囲及び権限等については別に定

める。 
 

「国立大学法人室蘭工業大学財務及び会計に関する職務権限委任規則」 
（職務権限の委任） 
第5条 学長は、本学の財務及び会計に関する職務権限の一部を、別表1のとおり財務を担当する理事、

経理責任者、物品管理責任者、図書管理責任者、不動産管理責任者及び宿舎管理責任者に委任するも

のとする。 
 
別表 1（第 5 条関係） 
財務を担当する理事 

職 務 の 範 囲 
① 領域長、学科長及びセンター長等から提出された事業の計画書について検討及び整理し、これ

らを統合して本学の予算案を作成する。 
② 本学の収支計画案及び資金計画案の作成に関すること。 

 

経理責任者 
委任される者 職 務 の 範 囲 

事務局長 ① 契約その他収入及び支出の原因となる行為に関する事務 
② 収入金の徴収に関する事務 
・収入の調査及び決定に関する事務 
・収入金の請求に関する事務 
・債権の管理に関する事務 

③ 収入金等の出納保管に関する事務 
（有価証券及び預り金の出納保管を含む。） 

④ 支払に関する事務 
⑤ 余裕金の運用管理に関する事務 

（運用方針に関することは除く。） 
⑥ 決算書の作成その他財務に関する事務 
⑦ 上記事務に付随する帳簿等の記録に関する事務 

 

物品管理責任者 
委任される者 職 務 の 範 囲 

経理課長 物品の管理に関する事務 
（図書の管理に関する事務を除く。） 

 

図書管理責任者 
委任される者 職 務 の 範 囲 

総務広報課図書学術情報室長 図書の管理に関する事務 
 

不動産管理責任者 
委任される者 職 務 の 範 囲 

施設課長 不動産の管理に関する事務 

 
 

宿舎管理責任者 
委任される者 職 務 の 範 囲 

施設課長 宿舎の管理に関する事務 
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研究費の適正な使用を徹底し、不正使用の発生を防止するための本学全体の具体的

な対策のうち最上位のものとして研究費の不正使用防止計画を策定し、学内外にHP等

で公表します。 

不正使用防止計画は、優先的に取り組むべき事項を中心に、定期的な見直しを行い、

その都度学内外に対して周知を図ることとします。さらに、不正使用防止に向けた項目

について進捗状況の確認を行います。 

 
室蘭工業大学における研究費の不正使用防止計画 

 

令和4年10月4日 

研究不正防止委員会決定 

 

室蘭工業大学における研究費の適正な使用を徹底し、不正使用の発生を防止するため、

最高管理責任者が策定する不正防止対策の基本方針に基づき、本学全体の具体的な対策

のうち最上位のものとして、次のとおり室蘭工業大学における研究費の不正使用防止計

画を策定する。 
なお、不正防止計画の策定にあたっては、把握した不正を発生させる要因に対応する対

策を反映させ、実効性のある内容にするとともに、不正発生要因に応じて随時見直しを行
い、効率化及び適正化を図るものとする。 

不正を発生させる要因・事例 不正使用防止計画 
ルールと実態の乖離（発注権限のない

研究者による発注、例外処理の常態化

など。)。 

ルールの全体像を体系化し、公的研究費の運

営管理に関わる構成員に分かりやすい形で

周知する。 
決裁手続が複雑で責任の所在が不明

確。 
職務権限に応じた明確な決裁手続きを定め

る。 
予算執行の特定の時期への偏り。 予算の執行状況を検証し、実態と合ったも

のになっているか確認する。予算執行が当

初計画に比較して著しく遅れている場合

は、研究計画の遂行に問題がないか確認し、

問題があれば改善策を講じる。 
業者に対する未払い問題の発生。 発注及び検収業務については、原則として、事

務部門が実施することとし、当事者以外によ

るチェックが有効に機能するシステムを構築

及び運営し、運用する。 
公的研究費が集中している、又は新

たに大型の公的研究費を獲得した部

局及び研究室。 

正当な理由により、研究費の執行が当初計

画より遅れる場合等においては、繰越制度

の積極的活用等、ルールそのものが内蔵す

る弾力性を利用した対応を行う。また、研究

費を年度内に使い切れずに返還しても、そ

の後の採択等に悪影響はないことを周知徹

底する。 
取引に対するチェックが不十分（事

務部門の取引記録の管理や業者の選

定情報の管理が不十分。）。 

不正な取引に関 
与した業者への取引停止等の処分方針を定

め、本学の不正対 
策に関する方針及びルール等を含め、周知徹

底し、一定の取引実績（回 
数、金額等)や機関におけるリスク要因・実効

性等を考慮した上で誓約 
書等の提出を求める。 

同一の研究室における、同一業者、

同一品目の多頻度取引、特定の研究

不正な取引は構成員と業者の関係が緊密な状

況で発生しがちであることに鑑み、癒着を防

6.研究費不正使用防止計画 
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室のみでしか取引実績のない業者や

特定の研究室との取引を新規に開始

した業者への発注の偏り。 

止する対策を講じる。 

データベース、プログラム、デジタ

ルコンテンツ作成、機器の保守及び

点検など、特殊な役務契約に対する

検収が不十分。 

特殊な役務（データベース、プログラム、デジ

タルコンテンツ開発作成及び機器の保守点検

など。）に関する検収について、実効性のある

明確なルールを定めた上で運用する。 
検収業務やモニタリング等の形骸化

（受領印による確認のみ、事後抽出

による現物確認の不徹底など。）。 

書面によるチェックを行う場合、形式的な書

類の照合ではなく、ルールや研究内容等との

整合性を確認するように実施し、必要に応じ

て照会や現物確認を行う。 
業者による納品物品の持ち帰りや納

品検収時における納品物品の反復使

用。 

過去に業者による納品物品の持ち帰りや納品

検収時における納品物品の反復使用などによ

る不正が認められた場合においては、それら

を防止するための具体的な対策（例：業者の入

出構管理、納品物品へのマーキング、シリアル

番号の付記など。）を講じるものとする。 
非常勤職員の勤務状況確認等の雇用

管理が研究室任せ。 
非常勤職員の勤務状況確認等の雇用管理につ

いては、原則として事務部門が実施する。 
出張の事実確認等が行える手続が不

十分（二重払いのチェックなど。)。 
研究者の出張計画の実行状況等を事務部門で

把握及び確認できる体制とする。 
個人依存度が高い、あるいは閉鎖的

な職場環境（特定個人に会計業務等

が集中、特定部署に長い在籍年数、

上司の意向に逆らえないなど。）や、

牽制が効きづらい研究環境（発注及

び検収業務などを研究室内で処理、

孤立した研究室など。）。 

発注及び検収業務を含む物品調達に係るチェ

ックシステムは、不正の防止と研究の円滑か

つ効率的な遂行を両立させるよう配慮する。

また、検収業務についても、上下関係を有する

同一研究室及びグループ内での検収の実施な

どは避け、発注者の影響を完全に排除した実

質的なチェックが行われるようにするものと

する。 
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7．研究費の不正使用を防止するための管理運営体制 

研究費の適正な管理・運営を行う上で、次のような管理体制を設けています。 

 

（1）相談窓口 

事務処理手続きの相談窓口は、以下のとおりです。 

担当係（内線）一覧 

〇総合窓口        研究推進課研究戦略係         （5021） 

○申請・報告関係（競争的資金等） 

         研究推進課研究支援係         （5022） 

○執行関係 

物品（図書以外）購入等 経理課調達係             （5054） 

図書購入等       総務広報課図書学術情報室学術情報係  （5186） 

出張申請        総務広報課労務管理係         （5028） 

旅費支給        経理課経理係             （5062） 

謝金支給        経理課経理係             （5062） 

臨時補助員の雇用等   総務広報課人事企画係         （5017） 

給与支給        経理課経理係             （5051） 

支払全般        経理課経理係             （5052） 

 

（2）執行状況の検証 

本学では、発生源入力システムにより、効率的かつ適正に予算執行管理を行っていま

す。予算の執行状況の検証は、各々が定期的に執行状況の把握に努めてください。 

なお、毎年度12月末日現在で、予算額に対し概ね50％以上の残額が生じている研究費

については、担当職員が必要に応じて執行の遅れの理由について確認します。 

 

（3）執行に関する管理体制 

① 物品及び役務の契約関係 

1.物品等の購入や役務の提供を受けたい教職員は、「発生源入力システム」により

依頼を行ってください。 

2.取引業者への発注は、契約に必要な事務処理を経て、経理課調達係が行います。

なお、金額に応じて契約手続きが異なるため、日数を要しますのでご注意願いま

す。 

ア 税込 100 万円を超える場合 → 見積合わせが必要 

イ 税込 300 万円以上の場合  → 契約書の作成及び見積合わせが必要 

ウ 税込 500 万円を超える場合 → 一般競争入札が必要 

（仕様策定委員会の開催、入札公告、契約書の作成） 

 

② 物品の検収関係 

本学に納入される物品の検収業務は、すべて経理課調達係職員により実施します。 

 

【納入業者による直接納品の場合】 

1.納入業者は、納品の際、経理課調達係に立ち寄り経理課調達係職員による現品確

認（検収）を受けます。 

2.検収の際に経理課調達係職員は、発注書及び納品書の内容と現品を突合し納品

書に「検収印」を押印します。 

3.納入業者は、購入依頼した教職員の指定する納品場所に納品物を運搬します。 

4.納品を受けた教職員は、現物を確認後、納品書に「受領印」を押印します。 

5.納入業者は、「検収印」「受領印」が押された納品書を経理課調達係に提出します。 

6.経理課調達係職員は、後日（又は当日）届く請求書と納品書を突合し支払手続き

をします。 
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【運送業者による納品の場合】 

1.運送業者は、本部棟の警備員室に荷下ろしをします。 

2.警備員（外注）は、届いた納品物を経理課調達係に持参します。 

3.経理課調達係職員は、納品物を開封し、発注書及び納品書の内容と現品を突合し

納品書に「検収印」を押印します。 

4.警備員は、納品物を購入依頼した教職員の所属する学科事務室まで運搬します。 

5.学科事務室職員は、納品物を受領した際、納品書に「受領印」を押印します。 

6.警備員は、学科事務室から押印済みの納品書を受け取り、経理課調達係に届けま

す。 

7.経理課調達係職員は、納品書と後日（又は当日）届く請求書を突合し支払手続き

をします。 
 

※警備員室に届いた物品等は、学科事務室までは運搬いたします。その後の盗難・紛失等に十分

ご注意願います。なお、学科事務室への運搬を希望せず直接受領したい場合は、発生源入力シス

テムの備考欄にその旨明記願います。また、精密機器等で開封に支障がある場合もその旨明記願

います。この場合、経理課調達係で検収を受けた後に物品等を受領願います。 

 

【店頭購入の場合】 

1.教職員は緊急やむを得ず、店頭購入した場合は、経理課調達係に購入物品と納品

書を提示します。（室工大生協については、生協職員が当日中に経理課調達係に

購入部物品と納品書を提示し、各研究室等に配達いたします。） 

2.教職員は納品書に「受領印」を押印した後、経理課調達係に提出します。  

3.経理課調達係職員は、納品書の内容と現品を突合し納品書に「検収印」を押印し、

必要な場合は写しを教職員に渡します。 

4.教職員は納品書の内容を確認し、直ちに発生源入力システムで購入依頼の手続

きを行います。 

5.経理課調達係職員は、納品書と後日（又は当日）届く請求書を突合し支払手続き

をします。 

   
※店頭購入とは・・・教育研究上の必要で緊急に物品等（消耗品に限る）が必要となった場合で、

本学と特約している以下の店舗で教職員が直接購入する緊急特例措置のこ

と。 

            （1 回の店頭購入は、10 万円未満を目安としてください。） 

    ≪店頭購入可能な店舗≫  ・室蘭工業大学生協 

・DCM（法人用ＩＤカードが必要です） 

                  

                 ・丸石金物店   

・ジーエムエイチ   

・プロノ 

 

【重量物等特別な事情により研究室等に直接納品された場合】 

1.研究室等への直送便により納品物を受け取った教職員は、納品書の内容と現品

を突合し納品書に「受領印」を押印します。 

2.直送便により納品物を受け取った教職員は、納品書と現品を経理課調達係に持

参します。 

（もしくは、重量物等で運搬出来ない場合等は経理課調達係職員の立会を求めま

す。） 

3. 経理課調達係職員は納品書の内容と現品を突合し納品書に「検収印」を押印し

受領します。 

4.経理課調達係は、納品書と後日（又は当日）届く請求書を突合し支払手続きをし

ます。 
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③ 役務の検収関係 

 

1.役務行為（機器の修理等）の検収は、詳細な修理内容等が記載された報告書と修

理後の現物を確認し、報告書に検収印（専用スタンプ）を押印します。 

2.有形の成果物が存在しない機器の点検・保守などの役務行為の検収については 

・契約金額が 10 万円以上の案件は、経理課調達係職員が点検・保守に直接立ち会

って行います。 

・契約金額が 10 万円未満の案件は、役務業者が作業開始前と終了後に経理課調達

係へ報告し、役務内容の詳細が記載された報告書等の内容を経理課調達係職員

が確認することにより検収し、報告書等に検収印を押印します。ただし、これら

の役務行為については、後日、抽出検査を行うこととします。また、この検査の

際に、経理課調達係の職員以外の専門的知識・技術を持った教員等に協力を依頼

することがあります。 

 

【特殊な役務の検収について】 

特殊な役務（データベース・プログラム・デジタルコンテンツ開発・作成、機器

の保守・点検等）で、外観または報告書等の書面で検収することが不可能な場合や、

検収に際して特に専門的な知識・技術を必要とする場合は、経理課調達係の職員以

外の専門的知識・技術を持った教員等を検査職員として発令し検収を委任するこ

とがあります。 

 

【緊急の修理手配をした場合】 

教職員は実験中の故障など緊急やむを得ず、直接修理業者に手配連絡した場合

は、後日速やかに経理課調達係にその旨報告してください。 

あくまで緊急時の対応方法のため、平日夜間又は休日で経理課調達係に依頼す

ることができない場合に限ります。 

 

④ 物品の管理関係 

1.「10 万円以上かつ耐用年数 1 年以上の物品」は備品シールを貼り、適切に管理

する必要があります。なお、換金性の高い物品（パソコン、タブレット、スマホ、

ビデオカメラ、デジタルカメラ、ドローン等）についても備品として管理します。 

2.備品登録した物品は、使用者を変更又は廃棄する場合や単に設置場所を変更す

る場合には所定の手続きが必要となりますので、経理課調達係に連絡願います。 

3.物品を亡失又は損傷し、大学に損害を与えた場合には、弁償責任が生じることが

あります。 

 

①～④のほか、Garoon の教職員ポータルの「会計事務手続き」に「物品・役務・薬品」

が掲載されていますのでご参照ください。 

https://muroran-it.cybozu.com/g/bulletin/view.csp?cid=19&aid=110 
 

 

⑤ 旅行の事実確認 
【出張前】 
1.研究打ち合わせの場合は、打ち合わせ相手方の所属及び氏名を旅費システムの

用務内容欄に記入してください。 

2.学会、シンポジウム等の場合は、開催場所・日時の明記された資料を旅費システ

ム上にアップロードしてください。 

3.無料の宿泊施設（例：知人宅、別居の親族宅）を利用する際は、旅費システム上

で申出てください。宿泊料の調整が行われます。 

4.他機関負担分や私費負担分が含まれる場合は、旅費システム上で申出てくださ

い。旅費の調整が行われます。 
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【出張後】 
1.出張後速やかに完了報告と出張報告書登録を旅費システム上で行ってください。 

2.学会等のイベント参加時に配布された資料の一部を旅費システム上にアップロ

ードしてください。 

3.旅費システム上で出張報告書に研究打ち合わせ相手方の所属及び氏名を記入し

報告してください。 

 

【不正な例】 

下記の様な例は不正行為として認定されますので、十分に注意してください。 

・他機関からの旅費支給を偽って大学にも旅費を請求し、二重に受領する。 

・実際には出張を行わず、旅費の請求を行い、大学から旅費を受領する。 

・出張により取得したポイントを利用して航空券、ホテル代等が無料になったが申

告せず、大学から旅費等を受領する。 

 

※ 必要な添付書類のアップロード等の詳細な手続きについては、Garoonの教職

員ポータルの「人事・労務・評価等事務手続き」の「出張申請」の「旅行完了後

の手続きについて（PDF形式）」でご確認ください。 

 

⑤の記載のほか、Garoon の教職員ポータルの「会計事務手続き」に「旅費支給」が掲

載されていますのでご参照ください。 

https://muroran-it.cybozu.com/g/bulletin/view.csp?cid=19&aid=111 
 

 

⑥ 謝金の事実確認 

1.謝金を伴う業務を依頼する場合は、業務を行う 2 週間前までに必ず計画書を提

出してください。業務を実施後に計画書を提出した場合は、原則として取扱うこ

とができません。 

※ 講演や指導・助言などのいわゆる報酬とされる謝金以外は、原則雇用の対象と

なります。手続きについては、総務広報課人事企画係にご確認ください。 

2.講演、指導助言、通訳等を実施した場合は、速やかに謝金支払依頼書を経理課経

理係へ提出してください。 

3.謝金の支出にあたっては、支出の原因となる行為の確認を書面のみに頼ること

なく、行為の事実についても適時適切な方法により確認しますので、適正な執行

に努めてください。 

4.業務の実態がないにもかかわらず、謝金を支出する行為（いわゆる「カラ謝金」）

は、不正行為として認定されますので、十分に注意してください。 

 

⑥の記載のほか、Garoon の教職員ポータルの「会計事務手続き」に「謝金」が掲載さ

れていますのでご参照ください。 

https://muroran-it.cybozu.com/g/bulletin/view.csp?cid=19&aid=112 
 

 

⑦ 非常勤職員の勤務状況確認 

1.臨時補助員を雇用する場合は、2 週間前までに「臨時補助員雇用申請書」を総務

広報課人事企画係へ提出し、雇入通知書の交付を受けてください。 

2.業務実施状況の確認は、必ず役職員等（出張等で不在の場合は、確認できる他の

職員）が行ってください。 

3.業務終了後、または月ごとに総務広報課労務管理係へ出勤簿を提出してくださ

い。 

4.労働の実態がないにもかかわらず、学生等に対して賃金を支出する行為（いわゆ

る「カラ雇用」）は、不正行為として認定されますので、十分に注意してくださ
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い。 

5.同一の者に対して異なる財源で複数の雇用をしている場合は、勤務状況を確認

し二重の賃金支出とならないよう、十分に注意してください。 

 

⑧ 寄附金及び助成金を受入れたときの取扱い 

役職員等が、寄附金や財団からの助成金などを受けた場合は、必ず、本学が経理

を行い、適正に管理することとなっておりますので、ご注意ください。具体的な手

続きについては、研究推進課研究戦略係にご確認ください。
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8.不正行為等が発生した場合の対応 

（1）申立て等の受付窓口 

不正行為等に関する申立て窓口（相談を含む）は、次に掲げる者とします。 

 
（学内窓口）室蘭工業大学 研究推進課長 
住所：〒050-8585 室蘭市水元町27番1号 
ＴＥＬ：0143-46-5020 
ＦＡＸ：0143-46-5031 
E-mail：renkei@muroran-it.ac.jp 
受付時間：平日 10：00～17：00 （12：00～13：00を除く） 

 
（外部窓口）橋田国際総合法律事務所 Hashida International Law Office 
住所：〒064-0810 札幌市中央区南10条西10丁目 さくらビル5階 
ＴＥＬ：011-200-9385 
ＦＡＸ：011-200-9380 
E-mail：hashida@hashida-law.com 
受付時間：平日 10：00～17：00 （12：00～13：00を除く） 

 

（2）不正行為等に係る申立者に対する保護 

不正行為等に係る申立者（相談者を含む。）には、不利益な取り扱いを受けること

のないよう、「国立大学法人室蘭工業大学における研究活動等の不正防止に関する規

則」により保護されています。 

「国立大学法人室蘭工業大学における研究活動等の不正防止に関する規則」 

（申立者及び被申立者の取扱） 

第 13条 

３ 最高管理責任者は、悪意（被申立者を陥れるため、あるいは被申立者が行う研

究を妨害するためなど、専ら被申立者に何らかの損害を与えること及び被申立者が

所属する機関等に不利益を与えることを目的とする意思。以下同じ。）に基づく申

立てであることが判明しない限り、単に申立てしたことを理由に、申立者に対し審

査終了までは、解雇、降格、減給及びその他の不利益な取扱をしてはならない。 

 

（3）不正行為等に係る申立て案件の調査等 

不正行為等に係る申立て等が受け付けられた場合、「国立大学法人室蘭工業大学に

おける研究活動等の不正防止に関する規則」に基づき調査等を行います。 

 

（4）不正行為等に関与した者への対応 

① 役職員等 

調査の結果、研究活動等の不正行為等の事実が認められた場合には、本学の就業

規則、懲戒の手続きに関する規程等を踏まえ、懲戒処分等の措置を行います。 

また、資金配分機関からは、補助金の返還や応募資格停止などの処分がなされま

す。詳細は各競争的資金の制度を確認してください。 

 

② 役職員等以外の者（取引業者） 

研究活動等の不正行為等（研究費の不正使用）に関与した業者への取引停止等の

処分については、「国立大学法人室蘭工業大学における物品購入等契約に係る取引

停止等の取扱要項」のとおり取り扱います。 

 

③ 研究機関（大学） 

研究費の不適切な支出の疑いが生じ、適切な納品検査を怠っていた場合は、研究

機関が当該研究費の不正に使用した相当額を返還しなければなりません。 

経費管理体制の不備により悪質な不正使用の事案が発生した場合には、研究機

関に対する間接経費の減額査定等が実施されます。 
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（5）不正行為等の申立てから認定まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

申立て 

の受付 

調査 

認定 

報告 

・申立て（相談を含む。以下同じ）は、電子メール、書面、電話、ファクシミリ又は面

談によるものとする。 

・申立ては申立て窓口で受け付ける。 

・窓口は研究推進課長又は橋田国際総合法律事務所とする。 

・窓口は、申立てを受け付けた場合、速やかに最高管理責任者、統括管理責任者及び監

事へ報告し、情報共有を図る。 

・申立ては顕名が原則。ただし、申立て者はその後の調査において氏名の秘匿を希望す

ることができる。 

・匿名による申立て、報道、会計検査院及び学会等の研究コミュニティ等の外部機関か

らの不正行為等の疑いが指摘されたとき、インターネット上に本学に係る不正行為等

の疑いが掲載されていることを本学が独自に把握したときは申立てを受け付けたも

のとして取り扱う。 

 

・最高管理責任者は申立てを受け付けることが妥当と判断した場合は、統括管理責任者、 

コンプライアンス推進責任者及びその他最高管理責任者が指名する者に予備調査を行

わせる。 

・予備調査を行うよう指示があった場合には指示を受けた日から 14 日以内にその結果

を最高管理責任者に報告する。 

・最高管理責任者は報告に基づき申立ての受付から 30 日以内に調査の要否を判断し資

金配分機関及び文部科学省等（以下「関係機関」という）に報告する。 

・最高管理責任者は調査を実施することを決定したときは、調査の開始を申立者及び被

申立者に通知し、調査への協力を求める。 

・最高管理責任者は、調査実施の決定から 30 日以内に調査委員会（委員の半分以上は

外部有識者）を立ち上げ、調査の実施に着手させる。 

・調査委員会は、不正行為等について、事実の有無、その内容、関与した者及びその関

与の程度、不正使用の相当額等を調査する。調査に当たっては、調査対象者の弁明の

聴取が行われなければならない。 

・調査委員会は、調査開始後、公的研究費の不正使用及び不適切使用にあっては 90 日

以内に認定を行い、調査結果を最高管理責任者に報告する。 

・最高管理責任者は調査委員会報告に基づき、調査対象者及び申立者に対し、調査結果

を通知、関係機関に報告する。 

 

不正行為等と認定された者等に対する措置 

申立者等 

の保護等 

公表 

・申立てをしたことを理由とする申立者への不利益な取扱いを禁止。 

・申立てをされたことを理由とする被申立者への不利益な取扱いを禁止。 

・調査関係者以外に秘密が漏洩しないよう、関係者の秘密保持を徹底。 

・不正行為等があったと認められたときは、合理的な理由のため不開示とする必要があ

る場合を除き、速やかに調査結果を公表する。 

・公表する内容は、氏名を公表することを基本とする。 

・不正行為等がなかったと認められたときは、原則として調査結果は公表しない。 

不正行為

等に対す

る措置 

・最高管理責任者は調査結果を調査対象者及び申立者、関連する部局等の長に通知する

とともに、関係機関に対して、研究費の不正使用及び不適切使用にあっては 210 日以

内に、関係者の処分、不正行為等の発生要因、調査対象者が関わる他の事案の状況、

再発防止策等必要事項をまとめ報告する。 

・当該関係機関から公的研究費の返還命令を受けた時は、調査対象者に当該金額を返還

させる。 

・国立大学法人室蘭工業大学職員の懲戒の手続きに関する規程に基づき調査対象者の処

分（懲戒解雇、諭旨解雇、停職、減給又は戒告）を行う。 

・当該事案の内容について悪質性が高い場合は、必要に応じて法的措置を講じる。 
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9.適正な使用の確保 

競争的資金等を適正に管理する上で、関係者の意識向上は重要なことです。 

 

（1）研究費不正使用防止研修の実施 

毎年度、研究費不正使用防止研修を実施することにより、教職員等の意識の啓発を

図ります。 

（2）誓約書の徴取 

公的研究費の運営管理に関わる構成員から、関係ルールを遵守する旨の誓約書の提

出を求めます。 

（3）取引業者への対応 

本学の取引業者に対して、本学の契約等ルールの周知、取引停止等不正行為に対

する規則等の周知を目的とした説明会を実施します。また、不正に加担しないこと

を誓った「誓約書」の提出を義務づけます。 

 

 

10.監査体制 

研究費の適正な事務処理の執行を行うため、監事、会計監査人、監査室及び管理責任

者等(最高管理責任者・統括管理責任者・コンプライアンス推進責任者)が連携を密にし、

本学の不正発生要因の検証・分析を進め、具体的な不正防止計画を立案し、随時、見直

しを図り、監査の効率化・適正化を推進します。 

 

 

11.研究費の不正使用（例示） 

実態を伴わない虚偽の書類を作成し、実態があったものとして機関に提出して、不正

に研究費を支出させる次の行為は、研究費の不正使用にあたります。 

○架空出張及び旅費の水増し請求 

○人件費及び謝金に関するプール金 

○架空納品等による業者への預け金及び書類の書換え 

 

■研究費の不正使用の例 

○架空出張及び旅費の水増し請求 

 他の機関から旅費の支給を受けたにもかかわらず、大学に同じ旅行の旅費を

請求し、二重に旅費を受給した。 

 出張を取り止めたにもかかわらず、虚偽の出張報告書を提出して、不正に旅費

を受給した。 

 航空運賃と宿泊料のパック商品を利用したにもかかわらず、正規運賃の旅費

を請求した。 

 

○人件費及び謝金に関するプール金 

 研究補助者に支払う人件費又は謝金について、実際より多い作業時間を出勤

簿等に記入して大学に報告し、不正に研究費を支出させた。 

 研究室の維持・運営に必要な経費に充てるため、学生に勤務実態を伴わない人

件費又は謝金を支出させ、これを返還させ当該経費に使用した。 

 

○架空納品等による業者への預け金及び書類の書換え 

 研究費が余ったため架空の発注を行い、支払われた研究費を業者に預け金とし

て管理させ、翌年度以降に消耗品等を納品させた。 

 業者に取引実態と異なる虚偽の書類を作成させ研究費を支払わせ、支払われた

代金を業者に預け金として管理させた。 


